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令和５年度狭山市国民健康保険特別会計予算 

 

 

 令和５年度狭山市国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１５，７９５，３７５千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「別表 歳入歳出予算」によ

る。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時

借入金の借入れの最高額は、６３０，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じ

た場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。 
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 別表　歳入歳出予算
歳   入 （単位：千円）

1

1 国民健康保険税

2

1 国庫補助金

3

1 県補助金

4

1 財産運用収入

5

1 他会計繰入金

2 基金繰入金

6

1 繰 越 金

7

1 延滞金、加算金及び過料

2 市預金利子

3 貸付金元利収入

4 雑    入

款 項 金　　　額

国民健康保険税 2,897,830

2,897,830

国庫支出金 100

100

県支出金 11,496,946

11,496,946

財産収入 50

50

繰 入 金 1,340,699

1,000,000

340,699

繰 越 金 1

1

諸 収 入 59,749

46,755

100

－436－

891

12,003

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 15,795,375
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歳   出 （単位：千円）

1

1 総務管理費

2 徴 税 費

3 運営協議会費

4 高額療養費貸付金

5 出産費資金貸付金

2

1 療養諸費

2 高額療養費

3 移 送 費

4 出産育児諸費

5 葬祭諸費

6 傷病手当金諸費

3

1 医療給付費分

2 後期高齢者支援金等分

3 介護納付金分

4

1 共同事業拠出金

5

1 保健事業費

6

1 基金積立金

7

1 一般公債費

8

1 償還金及び還付加算金

2 繰 出 金

9

1 予 備 費

款 項 金　　　額

総 務 費 58,909

44,211

13,666

141

500

391

保険給付費 11,379,088

9,901,123

1,431,350

201

32,514

13,000

900

国民健康保険事業費納付金 4,170,857

2,764,282

1,054,053

352,522

共同事業拠出金 1

1

保健事業費 160,798

160,798

基金積立金 51

51

予 備 費 10,000

10,000

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 15,795,375

－437－

公 債 費 1,000

1,000

諸支出金 14,671

14,670

1
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